
佐倉市地域密着型サービス事業所整備法人公募審査基準（小規模多機能型居宅介護  看護小規模多機能型居宅介護）
 資料2-2-②

法人名

対応する提出書類

審査基準 適否 採点項目 採点基準 配点 採点

市街化区域である。 10

市街化区域内でないが市街地に隣接している。（直線距離で
100ｍ未満）

5

市街化区域でなく市街地に隣接していない。（直線距離で100
ｍ以上）

0

駅・バス停から直線距離で200ｍ未満である。 10

駅・バス停から直線距離で200ｍ以上500ｍ未満である。 5

駅・バス停から直線距離で500ｍ以上である。 0

周辺に、公共施設及び商店や金融機関等があるなど、入所者
などの生活の利便性が高い（全てが直線距離で500ｍ未満）。

10

公共施設、商店、金融機関等の内、どれかがやや離れている
が、生活上特段の支障はない（いずれかが直線距離で500ｍ以
上）。

5

周辺に、公共施設、商店、金融機関等がなく当該予定地のみ
孤立した環境にある（全てが直線距離で500ｍ以上）。

0

13,27

（３）生活関連施設の整備状況 － 生活関連施設の整備状況 13,27

適否判断 採点評価

審査項目

Ⅰ　配置計画及び建設用地に関する事項

１　適正配置

（１）都市計画との整合 － 都市計画との整合 13

（２）交通の利便性 － 交通の利便性
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法人名

対応する提出書類

審査基準 適否 採点項目 採点基準 配点 採点

適否判断 採点評価

審査項目

埋蔵文化財包蔵地ではない（埋蔵文化財包蔵地であるが、発
掘調査の必要がない場合も含む）。

5

上記以外。 0

（２）防災上の安全性の確保

急傾斜地、土砂災害危険個所、洪水
多発地域ではない等、防災面からみ
て入所・通所者の安全性が確保され
ていること。

適・否 － － － － 13

上水道、下水道に接続可能 20

上水道のみ接続可能 0

下水道のみ接続可能 -10

上水道、下水道に接続不可 -20

13,20,24

（３）給排水関係

水利組合等地域の同意が得られてい
ること又は得られる見込みがあるこ
と。給水、雨水排水や汚水雑排水に
おいて問題がないこと。

適・否 給排水の状況 13

２　建設用地

（１）土地利用に関する法令規制等

当該用地が農地法、都市計画法その
他の土地利用に関する各種法令等に
よる規制に適合し、開発許可が得ら
れる見通しがあること。

適・否 土地利用
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法人名

対応する提出書類

審査基準 適否 採点項目 採点基準 配点 採点

適否判断 採点評価

審査項目

自己所有（土地寄付、購入予定を含む）である。 5

上記以外。 0

（５）用地の抵当権設定等の有無

福祉医療機構（協調融資含む）
以外の抵当権が設定されていな
いこと【登記簿謄本の原本で確
認】。
これら以外に抵当権が設定され
ている場合は、当該抵当権が確
実に解除できる見込みがあるこ
と【抵当権解除に係る確約書、
抵当権を解除する財源が確認で
きるもの（資金提供者の確約
書、所得証明、残高証明書等）
で確認】。
また、今後において、借入等に
より福祉医療機構（協調融資含
む）以外の抵当権が設定される
見込みがないこと。

適・否 － － － － 16

適・否 土地の所有形態 13,16,17,18,19（４）土地の所有権

当該用地が次のいずれかに該当
すること。
①自己所有であること【登記簿
等により確認】。
②購入予定の場合又は寄付を受
ける予定の場合は、確実な履行
が認められること【全ての土地
所有者の譲渡確約書又は売買契
約書又は寄付確約書で確認。い
ずれも実印を使用し、印鑑証明
が添付されていること】。
③借地の場合は事業に必要な土
地について、事業の継続に必要
な長期間の地上権又は賃借権が
設定されているなど確実な賃貸
借が見込まれること。また、地
代について、長期にわたり支払
いの能力が認められること【地
上権登記誓約書（確約書）又は
賃借権登記誓約書（確約書）又
は賃貸借契約書（確約書）（実
印使用、印鑑証明添付）で確
認】。
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法人名

対応する提出書類

審査基準 適否 採点項目 採点基準 配点 採点

適否判断 採点評価

審査項目

幅員6ｍ以上の道路に接続 5

幅員6ｍ未満の道路に接続 0

（７）地元調整 施設周辺の住民の反対がないこと。 適・否 － － － － 13,21,22,23

佐倉市地域密着型サービス基準条例
の基準を満たしている。

適・否 － － － － 条例を確認

基準に適合した人員配置が提案され
ているか。

適・否 － － － － 40

資格のある管理者の提案がある。 5

上記以外。 0

資格のある２名の提案がある。 5

資格のある１名の提案がある。 3

上記以外。 0

市計画の実現に必要な定員数となっ
ているか。

適・否 － － － － 13

低所得者の利用について配慮する計画がある。 5

上記以外。 0

協力医療機関・協力歯科医療機関との直線距離がそれぞれ1㎞
未満である。

5

協力医療機関・協力歯科医療機関との直線距離がそれぞれ1㎞
以上である。

0

認知症高齢者グループホーム等を併設する計画がある。 10

上記以外。 0

2,13６　他の介護サービスの検討
今回、同時に他の介護サービス事業
所を併設する計画があるか

－

５　保健、医療との連携 嘱託医、協力医療機関があること 適・否
協力医療機関・協力歯科
医療機関

13

３　設置定員

４　低所得者への配慮
低所得者の利用について配慮する見
込みがあるか。

－ 低所得者への配慮

Ⅱ　建物及び設備に関する事項

１　基準への適合

（６）道路事情
工事用・運営用車両及び緊急車両等
の侵入に十分な道路が確保されてい
ること。

適・否 接続する道路の幅員

38

計画作成担当者の提案 39

２　人員基準

管理者の提案

12,13

14,15
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法人名

対応する提出書類

審査基準 適否 採点項目 採点基準 配点 採点

適否判断 採点評価

審査項目

自己資金比率　20％以上の場合。
（自己資金（借入金を除く）/総事業費）

5

自己資金比率　10％以上20％未満の場合。
（自己資金（借入金を除く）/総事業費）

3

自己資金比率　10％未満の場合。
（自己資金（借入金を除く）/総事業費）

0

（２）運転資金
年間事業費の12分の3以上を確保す
る見込みがあること。

適・否 － － － － 33,34

34,35

Ⅲ　資金に関する事項

１　自己資金

（１）施設整備資金 自己資金を十分に有していること。 適・否 自己資金

5



法人名

対応する提出書類

審査基準 適否 採点項目 採点基準 配点 採点

適否判断 採点評価

審査項目

（１）建設資金調達にあたり借入れを行う場
合の確実性

建設資金調達にあたって借入を行う
場合には確実性が担保されているこ
と。

適・否 － － － － 34,35

（２）借入金償還の見通し
累積借入金も含め、妥当な範囲で償
還計画が作成されていること。

適・否 － － － － 33,34

過去の法人運営において不適切な行
為により行政処分を受けていないこ
と。または、介護保険法第86条第2
項各号に規定する指定の欠格要件に
該当しないこと。

適・否 － － － －

指導監査等における是正措置が完了
していること。

適・否 － － － －

小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護事
業所を既に運営している。

5

小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護事
業所は運営していないが、他の介護保険サービスを運営して
いる。

3

上記以外。 0

財務状況が健全であること。
債務超過の状況でないこと。

適・否 － － － － 8

合計点 105 0

－ 運営施設 7

３　法人の経営状況

２　借入れ

Ⅳ　法人の運営に関する事項

１　法人の組織運営 9,10

２　法人の運営施設
既に小規模多機能型居宅介護又は看
護小規模多機能型居宅介護事業所を
運営していること。
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法人名　　　

Ａ委員 Ｂ委員 Ｃ委員 Ｄ委員 E委員 F委員 計

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

1～5 5 5 5 5 5 5 30

8 1～5 5 5 5 5 5 5 30

計 105 105 105 105 105 105 630

105点×6 一次審査

105点×6 二次審査

合計 1,260

630

630

配点 得点 得点率

7 地域との連携

・地域活動への参加・協力、ボランティアの受け入れや
関係機関への連携などが考えられているか。

・事業開始にあたり、地元との調整が図られているか。

・具体的な交流活動計画等を有しているか。

利用者の確保及び事業の安定
運営

・利用者を確保し安定的に事業を運営するための具体的
な考えや計画等を有しているか。

6 非常時への対応

4 職員確保と職員資質の確保

・管理者（予定者）は必要な資格、十分な経験を有して
いるか。

・職員採用及び人材確保、離職防止について効果的な考
え、計画を有しているか。

・職員育成計画に関する考えを有しているか。

・研修受講等の体制等が整っているか。

5
感染症対策と非常災害発生時

の業務継続計画

・利用者や職員等への感染症対策や集団感染（クラス
ター）発生時及び非常災害時の対応策が整えられている
か。

・上記の対応策を踏まえたＢＣＰ（業務継続計画）を作
成しているか。

・敷地内に入居者が避難できるスペースが確保されてい
るか。

・非常用食料等の確保を含めた非常災害に関する具体的
計画及び関係機関への通報連携体制が整っているか。

・従業員への周知及び定期的な避難、救出訓練の計画は
あるか。

・新施設設置・運営にあたっての基本理念及び方針は適
切か。

・新施設設置・運営にあたり評価できる特徴・重点策等
があるか。

・佐倉市、周辺市町の人口動態、推計が適切に理解・反
映されているか。

・虐待防止・身体拘束防止・事故防止にについて、明確
に示されているか。

・苦情発生時の受付・解決・再発防止体制が考えられて
いるか。

3 利用者処遇

・利用者の尊厳や個人情報保護などの権利を最大限に尊
重する体制の整備が計画されているか。

佐倉市小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護整備法人公募　二次審査 資料2-2-②

評価項目 評価ポイント
配点

(５点満点
５段階評

価）

採点

1 応募の動機について

・明確かつ適切な応募動機があるか。

・高齢者福祉に高い見識と熱意を有しているか。

2 計画内容


